
税務重点目標における府税事務所での目標設定方法の検討                                対象受検機関：中央府税事務所 

事務事業の概要 検出事項 監査の結果 

 
１ 税務局では、平成25年度より「府が自ら徴収する税目（個人府民税均等割・所得割
及び地方消費税を除く）に係る収入未済額について、前年度末より10パーセント以上
圧縮すること」を税務重点目標として定めている。 

 
２ 税務重点目標を踏まえ、中央府税事務所は、税務局と協力して収入未済額を平成24
年度末から10％圧縮することを事務所目標として設定している。 

 

＜参考＞ 
税務重点目標の算出の考え方をまとめると以下のとおり。 

滞納繰越額

収入額

滞納繰越額
＋ 不納欠損額

現年調定額 指定徴収金 ※１

徴収猶予の額 ※２

滞納処分の停
止中の額

※３

未整理滞納額 ※４

↑ ↑

H24年度末
収入未済額

＋
H25年度
調定額

－
H25年度
収入・不納欠
損額

＝
H25年度末
収入未済額

滞納繰越額 1,000 0 400 600
現年発生額 0 10,000 9,700 300

計 1,000 …A 10,000 10,100 900 …B

H25目標 ：収入未済額の10%の圧縮　⇒　１－（B/A）＝10%以上であれば達成  
 

※１ 複数事務所での重複滞納事案、高額の事案、処理困難な事案等について、税務
局徴税対策課で滞納整理を行う額。 

※２ 不動産取得税の徴収猶予の額。 

※３ 生活困窮等の理由により滞納処分の停止を行ったものの額。停止後、３年を経
過すれば不納欠損処理される。 

※４ 滞納整理手続等が未だ行われていない額。収入されるか、あるいは生活困窮等
の理由があれば滞納処分の停止が行われる。 

 

 

 
１ 中央府税事務所の圧縮目標である収入未済額の10％

（395百万円）を達成するために取り組むものの中には、
事務所の努力では圧縮できない指定徴収金226百万円が
含まれている。指定徴収金を除くと379百万円の圧縮に
止まり、目標額（395百万円）を達成できない状況にあ
る。 

 
＜目標設定状況＞ 

収入未済額 収入未済割合 圧縮目標額 圧縮割合

（百万円） （％） （百万円） （％）

H24（注1） 3,948 1.7

H25 3,553 1.4 （注2）395 10.0
（注1）目標設定時点（H25年4月末）の数値

（注2）3,948（H24収入未済額_目標設定時）×10%

年度

中央府税事務所全体

 

（単位：百万円）

目標 取組予定額

収入による未整理滞納額の圧
縮

71

不納欠損による圧縮 300

不動産取得税徴収猶予の圧縮 8

小計 379

226

395 605中央府税事務所全体の圧縮額

＜目標と取組予定額の内訳＞

中央府税事務
所による取組
額

－

本庁による指定徴収金の圧縮

 

 

２ 平成25年度の実際の目標達成状況は、本庁による指定
徴収金の圧縮が寄与したことにより達成されている。し
かし、中央府税事務所としての独自取組額は、未整理滞

納額が269百万円増加するなど148百万円に止まり、目標
設定時の取組予定額379百万円を達成できていない。 

 

 

 

 

 
平成25年度の目標は、本庁（税務局）

の取組を含めると達成できているが、
中央府税事務所の独自取組分について
は、納税部門の目標である未整理滞納
額が増加するなど未達成のものもあ
り、目標を達成できていないことから、

本庁取組分を除いた事務所独自の取組
目標額の設定について検討されたい。 
また、府民に対して説明責任を果た

す観点から、事務所による取組や目標
達成状況について、分かりやすい説明
や情報開示の手法を検討されたい。 
 



 

＜目標達成状況（実績）＞ 

 

収入未済額 収入未済割合 圧　縮　額 圧縮割合

（百万円） （％） （百万円） （％）

H24（注3） 3,800 1.7

H25 3,044 1.2 756 19.9
（注3）H24の確定数値

年度

中央府税事務所全体

 
 

（単位：百万円）

目標 取組額

収入による未整理滞納額の
圧縮

△269

不納欠損による圧縮 398

不動産取得税徴収猶予の圧
縮

19

小計 148

608

（注4）380 756

（注4）3,800（H24収入未済額_確定数値）×10%

＜目標と取組額の内訳＞

中央府税事務
所による取組
額

本庁による指定徴収金の圧縮

中央府税事務所全体の圧縮額

－

 
 

３ 税務局全体としての税務重点目標の目標達成状況は

府民に対して公表されているが、事務所別の結果は公表
されていない。 

 

措置の内容 

 
平成25年度の収入未済額の圧縮目標には指定徴収金が含まれていたが、平成27年度から事務所の取組成果が直接反映できるよう、指定徴収金を除外して事務所独自の取組目標額を設定し

た。 
 また、事務所別の目標達成状況についても、府のホームページ「施策プロセスの見える化」において、税務全体目標の達成状況と併せて公表した。 
 



 

認可外保育施設の把握と指導監督の適切な対応                                   対象受検機関：子ども室子育て支援課 

事務事業の概要 検出事項 監査の結果 

 
１ 大阪府所管の認可外保育施設の概況（平成26年３月31日現在） 

 認可外保育施設 

区分 
（児童福祉法に基づく 

大阪府に対する届出義務の
有無） 

届出施設 
（乳幼児の定員
６人以上） 

届出除外施設（＊２) 
（乳幼児の定員６人

未満） 

大阪府所管施設数（＊１） 22 21（＊３） 

＊１ 大阪版地方分権改革により、守口市、大東市、門真市、四条畷
市、交野市の５市を除き、権限を市町村に移譲している。 

＊２ 事業所内保育施設、院内保育施設、顧客保育施設（自動車教習
所等に設置）など、地域の保護者から乳幼児を預からない施設は、
定員が６人以上であっても届出除外となる。 

＊３ 大阪府が現状把握し所管する届出除外施設は全て事業所内保育
施設等となっており、それ以外の小規模な施設は含まれていない。 

（参考） 
平成26年３月に発生した埼玉県の幼児死亡事件は、幼児を預かったベ
ビーシッターを名乗るサービス提供者が自宅マンションで保育して
おり、届出除外の認可外保育施設で起こったものである。 

 
２ 認可外保育施設の把握 

大阪府が定めた認可外保育施設指導監督要綱及び要領では、認可外保
育施設について、届出の提出を待つだけでなく、管内市町村等の協力を
得て、その速やかな把握に努めるとされ、管内市町村の協力を得るほか、
幼稚園等を担当する関連部局や消防部局、衛生部局等の認可外保育施設
を職務上把握し得る部局との連携や地域の児童委員等とも協力し、その

把握に努めるとされている。 
 大阪府は、ホームページ上で、認可外保育施設を設置しようとする事
業者に対して、届出対象施設を設置した場合は、知事に対する届出が義
務づけられていることや、届出除外施設を設置した場合は、設置連絡表

を提出することを周知している。 

 
認可外保育施設のうち届出除外施設については、法

的な届出義務はなく、大阪府が現状把握している届出
除外施設は事業所内保育施設だけであり、それ以外の
届出除外施設の存在は把握できていない。 
 

【改善を求めるもの（意見）】 
国において、平成26年10月を目途に届出制等の対象範囲

や保護者への情報提供等のあり方などについて取りまとめ
る予定であることから、その結果を踏まえ、大阪府として
適切に対応されたい。 



監査実施年月日（委員：平成26年８月１日、事務局：平成26年６月23日から同年26年７月３日まで） 

 
３ 認可外保育施設に対する指導監督の状況 

上記要綱及び要領に基づき、届出施設は年１回、届出除外施設は２年
に１回の立入調査を行っている。 
 立入調査では、保育従事者数・資格、保育室の面積及び構造などにつ
いて、認可外保育施設指導監督基準を満たすかの確認を行っている。 
 立入調査の結果、改善の必要があると認められる施設に対しては、立
入調査実施後概ね１か月以内に文書により改善指導の通知を行い、通知
から概ね１か月以内に文書による改善報告の提出を求めている。 

国通知によって、届出施設については、立入調査及び立入調査におい
て指導した事項の改善状況の確認により、認可外保育施設指導監督基準

の全項目に適合していれば、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨
の証明書」を交付することとされているが、届出除外施設については、
証明書の交付は対象外とされている。 

 
 

４ 府民への情報提供 
国通知によって、情報提供の対象となる施設が原則、届出施設とされ

ており、大阪府が所管している届出除外施設が全て利用児童の募集を一
般的には行わない（利用者による選択の対象とならない）事業所内保育
施設等であることもあって、立入調査の結果の情報提供はなされていな
い。 

なお、大阪府のホームページには、厚生労働省作成の「よい保育施設
の選び方 十か条」を掲載し、認可外保育施設を利用するにあたっては、

保育内容を事前によく調べたり、居住する市町村の保育担当窓口等に相
談するよう注意喚起している。 
 

５ 国の動向 
厚生労働省は、「認可外保育施設及び子どもの預かりサービスに関す

る調査」の結果を踏まえ、社会保障審議会児童部会に「子どもの預かり
サービスの在り方に関する専門委員会」を設置し、(1)届出制等の対象
範囲の在り方、(2)認可外の居宅訪問型保育事業等に対する指導監督基
準の在り方、(3)マッチングサイトへの対応の在り方等、(4)情報提供等
の在り方を検討しており、平成26年10月ごろを目途に取りまとめるとし
ている。 

  

措置の内容 

 
児童福祉法施行規則の改正（平成27年12月16日公布）により、原則として、１日に保育する乳幼児の数が１名以上の施設は届出を行わなければならないこととなった。府においても、この

改正にのっとり、大阪府認可外保育施設指導監督要綱に基づき、１日に保育する乳幼児の数が１名以上の施設（一部例外あり）について届出受理を行っている。 
 



 


